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入 札 説 明 書 

  

陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地で使用する電気、陸上自衛隊板妻駐屯地で使用する電気及び陸

上自衛隊駒門駐屯地で使用する電気の入札等については、会計法（昭和２２年法律第３５

号）、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）、契約事務取扱規則（昭和３７年

大蔵省令第５２号）、その他の関係法令及びこの入札説明書によるものとする。 

 

１ 契約担当官等の氏名並びにその所属に関する部局の名称及び所在地 

(1) 契約担当官の氏名等（契約） 

ア 分任契約担当官 ：陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地            

              第４３３会計隊長 津曲 英樹 

イ 所属する部隊  ：陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地 第４３３会計隊 

ウ 所  在  地  ：〒４１２－８５５０  

静岡県御殿場市中畑２０９２－２ 

（2）資金前渡官吏の氏名等（請求・支払） 

  ア 分任資金前渡官吏 ：陸上自衛隊滝ケ原駐屯地 

              第４３３会計隊長 津曲 英樹 

  イ 所属する部隊   ：陸上自衛隊滝ケ原駐屯地 第４３３会計隊 

ウ 所  在  地   ：〒４１２－８５５０  

静岡県御殿場市中畑２０９２－２ 

 

２ 競争入札に付する事項 

(1) 調達件名及び予定数量 

   Ｇｐ１： 調達件名： 滝ヶ原駐屯地電気使用料 

        予定電力： ８１４ＫＷ 

        予定数量： ３，６７０，７５８ｋＷｈ 

   Ｇｐ２： 調達件名： 板妻駐屯地電気使用料 

        予定電力： ８１０ＫＷ 

        予定数量： ３，６４６，６１８ｋＷｈ 

   Ｇｐ３： 調達件名： 駒門駐屯地電気料 

        予定電力： ８７５ＫＷ 

        予定数量： ３，６４１，２１１ｋＷｈ 

   Ｇｐ４： 調達件名： 梅の木水源地で使用する電気（動力） 

        予定電力： ６ＫＷ 

        予定数量： １２０ｋＷｈ 

Ｇｐ５： 調達件名： 梅の木水源地で使用する電気（電灯） 

        予定電力： １０Ａ 

        予定数量： ６０ｋＷｈ 
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(2) 調達物件の仕様等 

   Ｇｐごと、仕様書のとおり 

(3) 使用期間  自 令和５年 ４月 １日  ００：００ 

         至 令和６年 ３月３１日  ２４：００ 

(4) 需要場所 

   Ｇｐ１：陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地（静岡県御殿場市中畑２０９２－２） 

   Ｇｐ２：陸上自衛隊板妻駐屯地（静岡県御殿場市板妻４０－１） 

   Ｇｐ３：陸上自衛隊駒門駐屯地（静岡県御殿場市駒門５－１） 

   Ｇｐ４：陸上自衛隊駒門駐屯地 梅の木水源地（静岡県御殿場市中清水６４７－４） 

Ｇｐ５：陸上自衛隊駒門駐屯地 梅の木水源地（静岡県御殿場市中清水６４７－４） 

(5) 入札方法 

  ア 別紙第１－１～第１－５「入札書」により入札すること。 

イ 入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価（基本使

用単価）及び使用電力量に対する単価（電力量料金単価）を根拠とし、あらかじめ

官側が別途提示する月毎の予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月

の対価の年間総価を入札金額とする。なお、落札にあっては、入札書に記載された

金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額（１円未満の端数があるとき

は切り捨て）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、税抜き金額を入札書に記載すること。 

  ウ 入札金額の算定に当たっては、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変 

   動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置 

   法に基づく賦課金は考慮しないこと。 

 

３ 競争参加資格 

(1)  予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、

被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条

中、特別の理由がある場合に該当する。 

(2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当していない者であること。 

(3)  防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備

品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている

期間中の者でないこと。 

(4) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、

当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行うと

する者でないこと。 

(5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にや

むを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。 

(6) 令和０４・０５・０６年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）審査結果通知を

受けた者のうち「物品の販売」のＣ等級以上に格付され、「関東・甲信越」又は「東海・

北陸」地域における競争参加資格を有する者であること。 
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(7) 電気事業法第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を受けている

者又は同法第１６条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行

っている者であること。ただし、電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業

の登録を受けている者であること。 

(8)  予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、二酸化炭素排出原単位、未利用エネ

ルギーの活用、再生可能エネルギーの導入及び需要家への省エネルギー・節電に関す 

る情報提供の取組に関し、入札適合条件を満たす者であること。 

別紙第２－１ 

「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」 

    別紙第２－２「適合証明書」 

※ 但し、二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件

等に変更があった場合には、変更後の条件等による。 

(9) 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給するこ

ととし、その電気は再生可能エネルギー比率３０％とすることが可能であること。 

    別紙第３－１ 

「特定電源割当証明書」及び「再生可能エネルギー由来電力量の内訳」 

    別紙第３－２ 

「特定電源割当証明書」及び「再生可能エネルギー由来電力量の内訳」 

 

４ 契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  〒４１２－８５５０ 

 静岡県御殿場市中畑２０９２－２ 陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地 

  第４３３会計隊契約班 担当：西村 

 電 話：０５５０－８９－０７１１（内線：４６４） 

  ＦＡＸ：同上（要交換切替）   （内線：４８７） 

  メール：433fin-ea@inet.gsdf.mod.go.jp 

 

５ 入札者の義務等 

この入札に参加を希望する者は、令和５年１月１０日（火）１２時００分までに３（６） 

に掲げる書類、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し、３（７）～（９）の関 

係書類を提出（持参又は郵送）しなければならない。 

なお、当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

また、提出された書類は第４３３会計隊契約班において審査するものとし、上記競争

参加資格に適合していると判断された者のみ参加できるものとする。 

 

６ 開札の日時及び場所 

(1) 日時 

令和５年２月１０日（金）９時００分 

(2) 場所 
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陸上自衛隊滝ケ原駐屯地 会計隊入札室 

 

７ 入札書の提出方法等 

(1) 郵便による入札は、令和４年２月９日（木）１７時００分までに必着のこと。また、

事前に郵便入札を行う旨を連絡するとともに、発送者の責により到着を確認すること。 

（2） 入札者は、提出した入札書の引換、変更又は取消をすることが出来ない。 

（3） 入札において、代理人が入札する場合には、委任状（様式随意）を提出しなければ

ならない。また、日本国籍を有する者であること。 

（4） 入札者又はその代理人は、当該入札について他の入札者の代理人を兼ねることはで

きない。 

（5） 電話、電報及び FAXによる入札は認めない。 

 

８ 入札の無効 

(1) 入札説明書に示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び入札に関する条件 

  に違反した者の提出した入札書は無効とする。 

(2) 以下の各号に該当する入札書は無効とする。 

ア 入札金額、入札者の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名の  

記載）及び入札者の押印のない入札書（代理人が入札する場合は、代理人の氏名を併

せて記入し押印すること） 

イ 入札金額の記載が明確でない入札書 

ウ 入札者の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）及び代理人の

氏名が明確でない入札書 

エ 暴力団排除の推進に関する誓約をしない場合、誓約に虚偽があった場合又は誓約に

反する事態が生じた場合 

    

９ 落札者の決定方法 

総価（グループ別）で、当隊所定の予定価格の範囲内でかつ最低の金額をもって入 

札をした者を落札者とする。なお、落札となるべき最低入札者が２人以上ある場合は、

くじ引きにより落札者を決定する。 

 

10 開札に立ち会う者 

(1) 開札の際、入札者又はその代理人はこれに立ち会うものとする。ただし、入札者又

はその代理人が立ち合わない場合は、入札に関係ない職員が立ち合い、開札する。 

(2) 入札者又はその代理人は、開札中は開札会場に入場することはできない。 

(3) 入札者又はその代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場

合のほか、開札会場を退場することができない。 

 

11 契約書作成の要否及び契約事項 

 



 

６ 

契約締結に当たっては、契約書を作成する。契約締結をもって本案件は成立するも 

のとする。 

 

12 その他 

(1) 入札保証金及び契約保証金：免除 

(2) 違約金の徴収 

   落札者が契約を結ばないときは入札金額に消費税相当額を加算した金額の１００分

の５以上、契約者が契約を履行しないときは契約金額の１００分の１０以上を、それ

ぞれ違約金として徴収する。 

(3) 代金の請求方法 

   請求は、振込手数料を要しない払込取扱票等を添付するものとする。ただし、払込

取扱票等を添付できない場合は、官側に発生する振込手数料は業者側が負担するもの

とする。 

(4) 支払方法 

   支払は、履行完了後、契約相手方から適法な支払請求書を受理した日から起算して

３０日以内に支払うものとする。 

(5) 上記による他、本件入札に参加する場合において遵守すべき事項は、東部方面会計

隊ウェブサイト（https://www.mod.go.jp/gsdf/eae/kaikei/eafin/index.html）及び

第４３３会計隊事務室に公開されている「標準契約（請）書」及び「入札及び契約心

得」によるものとする。 

 

 

 

 


